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平成２４年８月３０日 

株式会社東京証券取引所 

上 場 部 
 

会社概要 
 

平成24年10月1日付で上場を予定している株式会社じもとホールディングス（以下「同社」とします。）は、

当取引所上場会社である株式会社きらやか銀行と非上場会社である株式会社仙台銀行が共同株式移転により設立

する完全親会社です。本資料の公開日において同社は設立されていないことから、本資料では、同社の設立予定

日である平成24年10月1日現在の状況について予定又は見込みにより記載しています。 

    
会 社 名  株式会社じもとホールディングス 
（ 英 訳 名 ）  （Jimoto Holdings, Inc.） 

上 場 予 定 日  平成24年10月1日 

市 場 区 分  市場第一部 

（注）株式会社きらやか銀行株式は市場第二部銘柄ですが、株式会社じもと 

ホールディングス株式は市場第一部へ上場します。 

既 上 場 市 場  なし 

同 時 上 場 取 引 所  なし 

代 表 者 の 役 職 氏 名  代表取締役会長 三井 精一 

代表取締役社長 粟野 学 

本 店 所 在 地  〒980-8656 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番１号 

Tel.022-722-0011（平成24年10月1日開設予定） 

（ 最 寄 り の 連 絡 場 所 ）  （同上） 

（完全子会社の連絡先）  株式会社きらやか銀行 Tel.023-631-0001（代表） 

株式会社仙台銀行   Tel.022-225-8241（代表） 

ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス  http://www.jimoto-hd.co.jp（平成24年10月1日開設予定） 

設 立 年 月 日  平成24年10月1日 

事 業 の 内 容  銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びそれ
らに付帯又は関連する業務 

業 種 別 分 類 ・ コ ー ド  銀行業・7161（新証券コード（ISIN）JP3387970001） 

銘 柄 略 称  じもとＨＤ 

発 行 可 能 株 式 総 数  1,600,000,000株 

（注）発行可能株式総数は1,600,000,000 株とし、各種類の株式の発行可能

種類株式総数を次のとおりとする旨、定款に規定しています。 

   普通株式     1,600,000,000株 

Ａ種優先株式    100,000,000株 

Ｂ種優先株式    130,000,000株 

Ｃ種優先株式    200,000,000株 

Ｄ種優先株式    200,000,000株 

資 本 金  2,000,000千円 

上 場 時 発 行 済 株 式 総 数  普通株式      178,877,671株 

Ａ種優先株式     100,000,000株 

Ｂ種優先株式    130,000,000株 

Ｃ種優先株式          0株 

Ｄ種優先株式              0株 

（注）本株式移転の効力発生に先立ち、株式会社きらやか銀行又は株式会社仙

台銀行の発行済株式総数が変化した場合には、平成24年10月1日時点の株式

会社じもとホールディングスの発行済株式総数は変動することがあります。 

（注）優先株式の上場は行いません。 

１ 単 元 の 株 式 数  100株 

事 業 年 度  4月１日から3月31日まで 

定 時 株 主 総 会  6月中 

基 準 日  3月31日 
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剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日  9月30日、3月31日 

株 主 名 簿 管 理 人  みずほ信託銀行（株） 

監 査 人  新日本有限責任監査法人 

（参考）（株） きらやか銀行の上場廃止日は平成24年9月26日の予定です。 

（注）新規上場会社の「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」等を東証のホームページ

（http://www.tse.or.jp/）に掲載しています。また、東証アローズ内「インフォメーションテラス」にお

いて閲覧に供しています。 

 

※本件の審査は、有価証券上場規程第209 条（テクニカル上場に係る上場審査）並びに有価証券上場規程第308

条及び第309条（一部指定の審査）に基づくものです。通常、上場会社を株式移転完全子会社とする株式移転

を行う際には、株式移転完全子会社となる会社の株式を上場廃止し、新たに設立される完全親会社の株式を別

途上場することになります。有価証券上場規程第209条に基づく審査とは、このような会社再編に伴う新設会

社の株式の上場に際して、一定の形式基準を満たしているか否かを中心とした審査です。有価証券上場規程第

308 条及び第309 条に基づく審査とは、株式の分布状況や売買高等の一部指定の形式基準を満たしているか否

かの審査及び企業の継続性及び収益性、企業経営の健全性等の観点からの審査です。 

 


